令和８年度特別支援学校教職員定数の配分方針
　

　第１　「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」及び「公　　　　立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」等に基づく教職員　　　　の配置
	　なお、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。
　　１　校長
　　　　　・学校（分校を除く。）に各１名
　　２　准校長
　　　　　・高等部を有する学校のうち、児童・生徒数及び教職員数を勘案し配置
　　３　教頭
　　　　　(1)学校に各１名
　　　　　(2)学部数及び学級数等を勘案し更に１名
　　４　教員
　　　　　(1)別表第１を基準に配置
　　　　　(2)地域支援や地域交流の充実を図るため、学校の実情を勘案し配置
(3)障がい種別に応じた自立活動の指導や個別指導の充実を図るため、学校規　　　　　　 模や学校の実情を勘案し配置
　　　　　(4)寄宿舎を有する学校に寄宿する児童・生徒数を勘案し配置
　  　　　(5)進路指導の充実を図るため、学校の実情を勘案し配置
　　　　　(6)生徒指導の充実を図るため、学校の実情を勘案し配置
　　　　　(7)聴覚支援学校の通級指導の充実を図るため、学校の実情を勘案し配置
　　５　養護教員
　　　　　(1)学校に各１名
　  　　　(2)別途、学校の実情を勘案し更に１名
　　６　寄宿舎指導員
　　　　　・寄宿舎に寄宿する児童及び生徒の数を基準に配置
　　７　実習助手
　　　　　(1)学校の種別及び規模に応じて配置
　　　　　(2)高等部を置く学校にあっては、設置学科その他の実情に応じて配置
　  ８　事務職員
　　　　　・学級数及び施設等を勘案し配置
　　９　栄養教諭
　　　　　・完全給食を実施する学校に各１名
　　　　　　
　第２　学校運営上必要な教職員の府単独配置
　  １　校務員
　　　　　・退職あと不補充により配置数を削減
　　２　通学バス担当要員
　　　　　・退職あと不補充により配置数を削減
　　３　給食調理員
　　　　　・退職あと不補充により配置数を削減

　
　第３　市立特別支援学校（府費負担教職員）配分基準

　　　府立特別支援学校教職員定数の配分方法に準ずる。
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（別表第１）
教員
・以下の表を基準に、学校の実情を勘案し配置
	学　　級　　数
	小学部基本教員数
	中学部基本教員数
	高等部基本教員数

	　１

	　２
	　２
	　　　　　２

	　２
	　　　　　３
	　４
	　４

	　３

	　５
	　６
	　６

	　４

	　６
	　７
	　８

	　５

	　７
	　９
	１０

	　６

	　８
	１０
	１２

	　７

	　９
	１２
	１４

	　８

	１０
	１４
	１６

	　９

	１１
	１５
	１８

	１０
	１２
	１７
	２０

	１１
	１３
	１９
	２２

	１２
	１５
	１９
	２４

	１３
	１６
	２０
	２６

	１４
	１７
	２２
	２８

	１５
	１８
	２３
	３０

	１６
	１９
	２５
	３２

	１７
	２０
	２７
	３４

	１８
	２２
	２８
	３６

	１９
	２２
	３０
	３８

	２０
	２３
	３１
	４０

	２１
	２５
	３３
	４２

	２２
	２６
	３４
	４４

	２３
	２７
	３６
	４６

	２４
	２８
	３６
	４８

	２５
	２９
	３８
	５０

	２６
	３０
	３９
	５２

	２７
	３１
	４１
	５４

	２８
	３２
	４２
	５６

	２９
	３３
	４４
	５８

	３０
	３４
	４５
	６０

	３１
	３５
	４７
	６２

	３２
	３６
	４８
	６４

	３３
	３７
	４９
	６６

	３４
	３８
	５１
	６８

	３５
	３９
	５３
	７０

	３６
	　　　　４０
	　　　　５３
	７２

	３７
	　　　　４１
	　　　　５４
	７４

	３８
	４３
	５６
	７６

	３９
	４４
	５７
	７８

	４０
	４５
	５９
	８０

	４１
	４６
	６０
	８２

	４２
	４７
	６２
	８４

	４３
	４８
	６３
	８６

	４４
	４９
	６５
	８８

	４５
	５０
	６６
	９０


幼稚部については小学部の欄を、専攻科・別科については高等部の欄を適用
高等部の４６学級以上については、学級数に２を乗じて得た数を配置
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